
Ⅱ　　各　　論

改革の柱 改革事項 個別取組事項

■市町村への支援及び権限移譲の推進

■アウトソーシングの推進（民間委託、市場化テスト等）

■地方分権の推進（分権推進事業）

（市町村との役割分担の見直し）

■民間企業やＮＰＯ等との連携･協働

■中核市制度への移行に伴う保健所業務の移譲

■県内水道のあり方の検討

■ＰＦＩの推進

■公の施設の見直し（廃止、移譲）　

■住民参加による施設の維持管理制度の導入・実施

■公の施設への指定管理者制度の導入

１　新しい行政シス
　　テムの構築 ■全事業の見直し

民間能力の活用

■公営競技の見直し

■規制改革の推進

（事務事業の見直し）

（個別の事務・事業の見直し）

分権型社会に対応し
た新たな県の役割の
確立

■政策評価の活用



改革の柱 改革事項 個別取組事項

入札･契約制度の改善
及び公共工事コスト縮
減

■内部事務の集約化

■総合評価落札方式等の導入

■県有資産の有効活用

■施設のライフサイクルコスト（生涯費用）の抑制

■県民の声データベースの構築

（ファシリティマネジメントの推進）

■タウンミーティング等の積極的な展開開かれた県政と県民
参加の推進

電子化等を活用した業
務プロセスの改善

■勤務時間の弾力化

■電子申請・届出システムの導入

■コスト構造改革の実施

■新総合文書管理システムの導入

■組織･職員のノウハウの共有

■電子調達（入札）の実施

■マルチペイメントネットワークの導入

■システムの市町村共同利用の実施

■企業庁（土地造成整備事業、工業用水道事業）

定員管理の適正化

■病院局（病院事業）

公社等外郭団体の見
直し

公営企業の改革への
取組

■水道局（水道事業）

■福利厚生事業の見直し

■新たな定員適正化計画の推進

分権時代に対応した
職員の能力向上、多
様な人材の確保

■給与及び特殊勤務手当等の見直し

■人材開発の推進

■多様な人材の確保

効率的な組織機構づく
り

■出先機関の再編

■地方独立行政法人化等の検討

■試験研究機関の見直し

■中核市制度への移行に伴う保健所業務の移譲【再掲】

２　県庁経営改革

■県有資産を活用した自主財源の確保

■行政コストの表示

■施設ごとのコストの公表

■公社等外郭団体の見直し　

県有施設等の有効活
用

■一般競争入札の拡大

■随意契約の見直し

■新たな人事評価制度の導入



改革の柱 項　目 個別項目

　　□県債残高の総額の抑制

　　□県有地の売却等

　　□受益者負担の適正化

　　□県税収入の確保

　　□直轄事業負担金の廃止

■緊急的な財源対策である財政健全化債･退職手当
   債等の発行

「自立した財政基盤の
確立」に向けた取組

　　□その他一般行政経費の抑制

　　□投資的経費の抑制

　　□内部管理的経費の抑制

３　財政改革 県財政の現状と課題

　　□国庫補助負担金の超過負担の解消

　　□退職手当などの急増に対する地方財政制度の拡大

　　□安定的な税財源の移譲と一般財源総額の確保

　　□県税や地方交付税等の一般財源が減少

　　□臨時財政対策債等の発行による公債費の増加

■財政改革の目標

■財政改革の取組の視点

■安定した歳入の確保に向けて

平成１８年度から平成
20年度の財政見通し

財政改革の目標と視
点

■県財政の状況

■県財政を取り巻く今後の状況

　　□景気に左右される税収構造と底をついた基金

　　□実質税収を上回る義務的経費

　　□県債残高の増加

　　□高齢化の進展による社会保障費の増加

　　□大量退職時代の到来による退職手当の急増

　　□ぎりぎりの水準まで切り込んだ投資的経費

■将来世代への負担軽減のために

　　□ローリング制度の導入

　　□特別会計の設置

　　□県債管理基金の活用

　　□資金調達手段の多様化

分かりやすい『財政改
革』のために

■計画期間

■国に対する地方税財政制度の改正要望

■選択と集中による事業の実施


